
就労資格について
（特定技能関係）

本日の流れ
１ 在留資格全般について
２ 在留カードについて
３ 特定技能制度について
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YKHHWA
テキストボックス
議題１



１ 在留資格
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２ 在留カード
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②「指定書により指定された就労活動のみ可」

（在留資格「特定活動」）
③「就労制限なし」
④「就労不可」

①「許可（原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。）」
（複数のアルバイト先がある場合には、その合計が 週28時間以内で
なければなりません。）
②「許可（「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、 「技能」に
該当する活動・週28時間以内）」
（地方公共団体等との雇用契約に基づく活動である必要がありま
す。）
③「許可（資格外活動許可書に記載された範囲内の活動）」
（資格外活動許可書を確認してください。）
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在留カード（参考）
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３ 特定技能制度
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特定技能１号の対象分野及び業務区分一覧
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技術・人文知識・国際業務
・自然科学又は人文科学の分野に属する
学術上の素養を背景とする一定水準以上
の業務、技術又は知識がなければできな
い業務に従事する活動
・外国の文化に基盤を有する思考又は感
受性を必要とする業務に従事する活動

⇒特定技能２号と同等以上の技能水準

7

技能実習
技能実習法第８条第１項の認定を受けた
同項に規定する技能実習計画に基づいて、
講習を受け、及び技能等に係る業務に従
事する活動

⇒技能水準なし

特定技能の技能水準
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特定技能１号と２号の比較
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１号特定技能外国人支援計画（支援計画）
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11

支援計画の概要



12



13



14



15



16



17



18

過去に提出した申請情報

1 － ○
※申請結果（在留資格認定証明書等）の

返送に使用するもの。
有 無 有 無

2 － △

※複数の外国人について、同一の受入れ

機関で受け入れ、同時に申請する場合は

必要。

有 無 有 無

3 － ○

※該当書類

 ①第１表（表紙を含む）

 ②第２表の１～３のいずれか

 ③第３表の１～１６のいずれか

有 無 有 無

4
別記第6号の

3様式
○

※申請前６か月以内に正面から撮影され

た無帽、無背景で鮮明な申請人の写真

（縦４ｃｍ×横３ｃｍ、写真の裏面に申

請人の氏名を記載。）の貼付が必要。

有 無 有 無

参考様式

第1-4号
△

※同一年度内に特定技能外国人を既に受

け入れている機関又は一定の実績があり

適正な受入れが見込まれる機関について

は省略可。

有 無 有 無

（２）賃金規程の写し － △

※賃金規程に基づき報酬を決定した場合

は必要。

※同一年度内に特定技能外国人を既に受

け入れている機関又は一定の実績があり

適正な受入れが見込まれる機関について

は省略可。

有 無 有 無

6
参考様式

第1-5号
○

※申請人の署名及び申請人が十分に理解

できる言語での記載が必要。
有 無 有 無

参考様式

第1-6号
○

※申請人の署名及び申請人が十分に理解

できる言語での記載が必要。
有 無 有 無

参考様式

第1-6号別紙
○

※申請人が十分に理解できる言語での記

載が必要。
有 無 有 無

－ △
※１年単位の変形労働時間制を採用して

いる場合は必要。
有 無 有 無

－ △
※１年単位の変形労働時間制を採用して

いる場合は必要。
有 無 有 無

参考様式

第1-16号
△

※同一年度内に特定技能外国人を既に受

け入れている機関又は一定の実績があり

適正な受入れが見込まれる機関について

は省略可。

※申請人の署名及び申請人が十分に理解

できる言語での記載が必要。

有 無 有 無

－ △

※雇用契約の成立をあっせんする者がい

る場合は必要。

※同一年度内に特定技能外国人を既に受

け入れている機関又は一定の実績があり

適正な受入れが見込まれる機関について

は省略可。

有 無 有 無

参考様式

第1-3号
○

※参考様式の検診項目を全て網羅してい

るものが必要。

※外国語で作成されている場合は、日本

語訳も必要。

有 無 有 無

参考様式

第1-3号別紙
○ ※健康診断受診後に作成。 有 無 有 無

10
参考様式

第1-17号
○

※申請人の署名及び申請人が十分に理解

できる言語での記載が必要。
有 無 有 無

11
参考様式

第1-25号
△

※支援計画の実施の全部を登録支援機関

に委託する場合は必要。
有 無 有 無

12 － △

※対象の国籍は、カンボジア、ベトナム

（令和７年９月現在。）。

※詳細は入管庁HPを参照。

https://www.moj.go.jp/isa/applicatio

ns/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

有 無 有 無

提出

の

要否

番号 官用欄

提出確認欄

留意事項 ○を

記載

（１）雇用条件書の写し

（２）賃金の支払の写し

「特定技能１号」に係る提出書類一覧表

（在留資格認定証明書交付申請用）

（２）職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイ

ト（厚生労働省職業安定局ホームページ）」の画面を印

刷したもの。

8

5

（３）申請人が十分に理解できる言語が併記された年間

カレンダーの写し

（４）１年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し

（１）特定技能外国人の報酬に関する説明書

7

二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書

類

（１）健康診断個人票

（２）受診者の申告書

登録支援機関との支援委託契約に関する説明書

１号特定技能外国人支援計画書

＜第１表＞
申請人に関する必要書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請）   ＜第１表

＞

9

申請人名簿

必要書類

様式番号

又は

発行機関

宛名及び宛先を明記の上、必要な額の郵便切手を貼付し

た返信用封筒（簡易書留）又はレターパックプラス

在留資格認定証明書交付申請書

（１）雇用の経緯に係る説明書

特定技能雇用契約書の写し
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過去に提出した申請情報

1
参考様式

第1-11-1号
○ 有 無 有 無

①過去２年間に入

管法別表第１の１

の表、２の表及び

５の表の上欄の在

留資格をもって在

留する中長期在留

者の受入れ又は管

理を適正に行った

実績があり、か

つ、役員又は職員

の中から、支援責

任者及び外国人に

特定技能雇用契約

に基づく活動をさ

せる事業所ごとに

１名以上の支援担

当者を選任してい

る場合

受け入れた中長期在留者リスト
参考様式

第1-11-2号
△

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

生活相談業務を行った中長期在

留者リスト

参考様式

第1-11-3号
△

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

支援責任者の履歴書
参考様式

第1-20号
△

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

支援担当者の履歴書
参考様式

第1-22号
△

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

①又は②の者と同程度に支援業

務を適正に実施することができ

る者であることの説明書

－ △

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

上記説明書の立証資料 － △

※登録支援機関に、１号特定技能外国人

支援計画の実施の全部を委託しない場合

は必要。

有 無 有 無

特定技能所属機関概要書

2

①

～

③

の

い

ず

れ

か

該

当

す

る

書

類

が

必

要

②役員又は職員で

あって過去２年間

に入管法別表第１

の１の表、２の表

及び５の表の上欄

の在留資格をもっ

て在留する中長期

在留者の生活相談

業務に従事した経

験を有するものの

中から、支援責任

者及び外国人に特

定技能雇用契約に

基づく活動をさせ

る事業所ごとに１

名以上の支援担当

者を選任している

場合

③①又は②と同程

度に支援業務を適

正に実施すること

ができる者として

認められる役員又

は職員の中から、

支援責任者及び外

国人に特定技能雇

用契約に基づく活

動をさせる事業所

ごとに１名以上の

支援担当者を選任

している場合

所属機関に関する必要書類（特定技能１号・法人） ＜第２表の２＞

※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている機関については、以下の書類は提出不要。

番号 必要書類

様式番号

又は

発行機関

提出

の

要否

留意事項

提出確認欄

官用欄○を

記載

3 法務局 ○ 有 無 有 無

4 市区町村 ○
※マイナンバーの記載がなく、本籍地の

記載があるものが必要。
有 無 有 無

5
参考様式

第1-23号
△

※特定技能外国人の受入れに関する業務

執行に関与しない役員がいる場合は必

要。

有 無 有 無

6 労働局 ○ 有 無 有 無

7

日本年金機構

又は

年金事務所

○

※２０２５年４月申請の場合は、２０２

３年３月～２０２５年２月分が必要。

※納付や換価の猶予を受けている場合

で、社会保険料納入状況照会回答票にそ

の旨の記載がないときは、納付の猶予許

可通知書又は換価の猶予許可通知書の写

しも必要。

有 無 有 無

8 税務署 ○

※該当税目

 ①源泉所得税及び復興特別所得税

 ②法人税

 ③消費税及び地方消費税

※納税の猶予又は納付受託の適用を受け

ている場合は、当該適用がある旨の記載

がある納税証明書及び未納がある税目に

ついての納税証明書（その１）も必要。

有 無 有 無

9 市区町村 ○

※納税緩和措置（換価の猶予、納税の猶

予又は納付受託）の適用を受けている場

合で、当該適用を受けていることが納税

証明書に記載されていないときは、当該

適用に係る通知書の写しも必要。

有 無 有 無直近１年度分の法人住民税の納税証明書

登記事項証明書

業務執行に関与する役員の住民票の写し

特定技能所属機関の役員に関する誓約書

労働保険料等納付証明書（未納なし証明）

以下のいずれかの書類

・社会保険料納入状況回答票

・申請日の属する月の前々月までの２４か月分の健康保

険・厚生年金保険料領収証書の写し

納税証明書（その３）
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過去に提出した申請情報

①申請人が介護福

祉士養成施設修了

者の場合

介護福祉士養成施設の卒業証明

書の写し
－ △

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号
有 無

②申請人がＥＰＡ

介護福祉士候補者

として４年間の在

留期間を満了した

者の場合（ＥＰＡ

介護福祉士候補者

として就労・研修

を３年１０か月以

上修了し、介護福

祉士国家試験につ

いて、合格基準点

の５割以上の得点

があること及び全

ての試験科目群で

得点があること）

直近の介護福祉士国家試験の結

果通知書の写し
－ △

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号

有 無

③申請人が技能実

習２号良好修了者

（２年１０か月以

上）の場合

以下のいずれかの書類

・介護技能実習評価試験（専門

級）の実技試験の合格証明書の

写し

・技能実習生に関する評価調書

参考様式

第1-2号

※評価調書の

み

△

※試験免除の対象となる技能実習の職

種、作業は、介護職種、介護作業。

※所属機関が申請人を技能実習生として

受け入れたことがある場合で、技能実習

法の「改善命令」や旧制度の「改善指

導」を過去１年以内に受けていないとき

は省略可。

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

※技能実習生に関する評価調書の発行が

受けられない場合は、申請前に地方出入

国在留管理局に要相談。

有 無

・申請年月日

・受付番号

有 無

介護技能評価試験の合格証明書

の写し
－ △

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号
有 無

介護日本語評価試験の合格証明

書の写し
－ △

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号
有 無

以下のいずれかの書類

・日本語能力試験（Ｎ４以上）

の合格証明書の写し

・国際交流基金日本語基礎テス

トの判定結果通知書の写し

－ △

※職種・作業にかかわらず技能実習２号

良好修了者（２年１０か月以上）の場合

は省略可であるが、技能実習２号良好修

了者であることを証明する書類が必要。

※申請人に係る過去の在留諸申請におい

て提出済み（現在もその内容に変更がな

く、有効期限内のものに限る。）の場合

は省略可。

有 無

・申請年月日

・受付番号

有 無

2
分野参考様式

第1-1号
○ 有 無 有 無

3
分野参考様式

第1-2号
○ 有 無 有 無

4 協議会 ○
※裏面に就業場所の事業所名や種別コー

ド等が記載されているものが必要。
有 無 有 無

協議会の構成員であることの証明書（特定技能所属機

関）

介護分野に関する必要な書類（特定技能１号・在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請） ＜第３表の１＞

番号 必要書類
様式番号又は

発行機関

提出

の

要否

留意事項

提出確認欄

官用欄○を

記載

1

①

～

④

の

い

ず

れ

か

該

当

す

る

書

類

が

必

要

④申請人が①～③

のいずれにも該当

しない場合

介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約

書

介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
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在留諸申請の際に独自の提出書類のある国
カンボジア

提出時期：在留資格認定証明書交付申請時 、在留資格変更許可申請時
提出書類：登録証明書
対象者：すべてのカンボジア国籍の方

タイ
提出時期：在留資格変更許可申請時
提出書類 : 駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書
対象者：日本に在留しているタイ国籍の方で、技能実習２号又は技能実習３号を修了した後に、「特定技能１号」

への在留資格変更許可申請をする方

ベトナム
（１）提出時期：在留資格認定証明書交付申請時

提出書類 :ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局（ＤＯＬＡＢ）作成の推薦者表
対象者：すべてのベトナム国籍の方

（２）提出時期：在留資格変更許可申請時
提出書類 :駐日ベトナム大使館労働管理部作成の推薦者表
対象者：技能実習２号又は３号の修了者（修了見込みの方を含む）

日本国内において２年以上の課程を修了した留学生（修了見込みの方を含む）
（※）「留学」の在留資格の方で上記に当てはまらない場合については、現在の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類

（卒業証明書等）を提出してください。
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通算在留期間…「特定技能１号」は原則５年以内
通算在留期間に含まれる期間〇

• 「特定技能１号」で在留中の就労していない期間
• 再入国許可による出国期間（みなし再入国許可による出国期間も含む。）
• 「特定技能１号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間
• 特定技能２号評価試験等に不合格となった１号特定技能外国人のうち、一定の要件

を満たすものについては、当分の間、５年を超えて在留することについて相当の理
由があると認められる場合に該当し、通算在留期間が６年となります。

通算在留期間に含まれない期間×
• 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむ

を得ない事情により再入国することができなかった期間
• 産前産後休業期間・育児休業期間
• 病気・怪我による休業期間（注）

（注）休業期間は、連続した１か月を超える期間である必要があります。
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通算在留期間の確認方法
開示請求により、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。
開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください。出入国記録の開示請求

の詳細については、入管庁ホームページの「出入（帰）国記録に係る開示請求について」を御確認ください。
なお、出入国記録は、申請人本人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可年月日等を記載したものであ

り、通算在留期間の算定結果を記載したものではありません。開示請求書及び本人確認書類は、こちら宛に提出
（又は送付）してください。

地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関するお問合せは
一切受け付けていないため御留意願います。

31

開示請求書等の提出先及び問い合わせ先
提出先 : 出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係
所在地 : 〒１６０－０００４ 東京都新宿区四谷１－６－１ 四谷タワー１３Ｆ
電話 : ０３－５３６３－３００５
窓口/電話受付時間 : 午前９時から午後５時まで（土・日・祝・年末年始は休庁）



「特定技能」関係の特定活動
在留資格：「特定活動（「特定技能1号（又は２号）」への移行準備）」
目 的：在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行

のための準備に時間を要する場合に、「特定技能１号（又は２号）」で就労を予
定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うため

期 間：６月
必要書類：申請書 雇用契約書及び雇用条件書等の写し 説明書 技能試験及び

日本語能力試験合格証等(※）

※日本語能力試験に係る書類は「特定技能１号」へ移行を希望する場合のみ提出が必要。
※在留期間の更新については、やむを得ない事情があると認められる場合に、１回限り認
められます。
※「特定活動（「特定技能１号」への移行準備）」で在留した期間は、「特定技能(1号)」
の通算在留期間に含まれます。
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技能実習生受入に関する留意事項及び
育成就労制度への改正について

外国人技能実習機構 熊本支所
令和７年１１月２６日

YKHHWA
テキストボックス
議題２



技能実習生受入に関する留意事項

１ 認定を受けた実習計画どおりの実習

２ 人権侵害（暴力・暴言・ハラスメント
等）行為の禁止

３ 関係法令（労働関係・出入国関係）の
遵守



１ 認定を受けた実習計画どおりの実習

•受け入れのためには実習計画の認定を受ける必要が
ある。

•実習計画のとおりに実習を行う必要がある。
（作業内容、作業の場所、指導員の配置、労働条件、宿泊施
設・設備など）
計画と異なることを行わせると、悪質な場合には認
定の取消（技能実習の受け入れの停止）となることもあ
る。

•計画を変更する場合には事前の変更申請（軽微な変更
の場合は事後の届出）を行わなければならない。



２ 人権侵害（暴力・暴言ハラスメント等）
行為の禁止

•雇用主だけでなく、指導を行う従業員も含めて徹底
する必要がある。

•技能実習生との文化の違いなどにより、コミュニ
ケーションとして行った行為が暴力やハラスメント
と受け取られるケースがある。

•親身になって接することに間違いはないが、雇用関
係が根底にあることには注意が必要。



３ 法令（労働関係・出入国関係等）の
遵守

•外国人を技能実習のために受け入れ、雇用している
ことから、労働関係法令（労働基準法など）や出入国
関係法令に違反していないことは当然に必要とされ
る。

•実習実施者が関係法令違反により罰金刑以上の刑罰
を科されると、技能実習生を受け入れるための条件
を満たさなくなる。
※法令違反の内容が技能実習生に関係するかどうかを問わな
い。



検査へのご協力のお願い

外国人技能実習機構は、技能実習生を受け入れて
いる会社や個人事業を訪問して、定期的又は臨時的
に検査を行っております。
その際、予告なく訪問することもございますが、

可能な範囲で検査にご協力いただけますようお願い
いたします。



育成就労制度への改正につ
いて













ご清聴ありがとうございました。





外国人労働者に係る労働基準法等について

令  和  ７  年  11 月  26 日

熊本労働局労働基準部監督課

1

YKHHWA
テキストボックス
議題３



対象 明示のタイミング 新しく追加された明示事項

すべての
労働者

労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時

1．就業場所・業務の変更の範囲

有期
契約
労働者

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)
＋更新上限を新設・短縮しようとする場合、
その理由をあらかじめ説明すること

無期転換ルールに基づく
無期転換申込権が

発生する契約の更新時

3．無期転換申込機会

  無期転換後の労働条件

 ＋無期転換後の労働条件を決定するに当たり、
 他の正社員等とのバランスを考慮した事項の
説明に努めること

2024年4月からの労働条件明示のルールが変更されました

「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正されました。
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明示事項【労基則第5条】

①～⑥（昇給は除く）については、書面を交付して明示しなければなりません。

なお、⑦～⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。

必ず明示しなければならない事項

①労働契約の期間

②期間の定めのある労働契約を更新する

場合の基準

③就業の場所及び従事すべき業務

④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等

⑤賃金、昇給

⑥退職

 定めをした場合に明示しなければならない事項

⑦退職手当

⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、

賞与及び最低賃金額等

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他

⑩安全及び衛生

⑪職業訓練

⑫災害補償及び業務外の傷病扶助

⑬表彰及び制裁

⑭休職

○ 労働契約を結ぶ（更新の場合も含む）際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、
労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。
無期転換ルールにより無期労働契約が成立する際、無期転換後の労働条件を明示する必要があ
ります【労働基準法第15条】。 

○ 労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要です。なお、労働者が
希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示
することも可能です。
労働条件を明示する書面の様式は自由です。厚生労働省では、モデル様式を作成・公開してい
ますので、P20のモデル労働条件通知書やウェブサイトをご参照ください。

労働条件の明示

3



モデル労働条件通知書 電子媒体は
こちら

4



1枚目
（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 

１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（  ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

 
 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（            開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)

のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間

の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 

（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 

労働者全般に
関する項目

有期契約労働者
に関する項目

 

賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 

 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 

３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 

４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 

・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・その他 

 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  

 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない

労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合

は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり

ます。 

 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 

労働者全般に
関する項目

2枚目
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時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。

・特別条項
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない「特別の事情」が予想される

場合、特別条項付き協定を結べば限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
ただし、この「特別の事情」は、臨時的なものに限られます。

なお、限度時間を超える時間外労働に対しては、別途割増賃金を率を定める必要がありますが、
その率は２５％を超える率とするように努めてください。

・適用除外
新技術・新商品の研究開発業務については、限度基準が適用されません。

10



【令和6年3月31日まで】
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中小企業についても、２０２３年４月１日から適用されています。
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年次有給休暇が１０日以上付与される労働者については、年５日以上の年休を取得させることが使用
者の義務となります。

14
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※就業規則の内容は、外国人労働者にも理解できよるように配慮をお願いします。

外国人労働者が、

外国人労働者

17



外国人労働者

18



※これらの教育は、外国人労働者がその内容を理解できる方法で行ってください。

外国人労働者を雇い入れたときや外国人労働者の

外国人労働者の安全衛生の確

危険有害業務に外国人労働者を従事させる場合には、

19
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外国人労働者を雇い入れたとき、および一定の期間ごとに、健康診断を実施しなければなりませ
ん。

常時５０人以上の労働者を使用する事業場では、外国人労働者に、１年以内ごとに１回、ストレス
チェクを実施しなければなりません。
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不法就労について

熊本県警察本部警備部

外事課

令和７年11月26日
外国人雇用管理セミナー

YKHHWA
テキストボックス
議題４



内 容

１ 不法就労について

２ 事業主に適用されうるケース

３ 皆様へのお願い



不法就労について①

●定住者、永住者、日本人の配偶者など
制限なく働くことができる

●技能、経営・管理、興業など
定められた仕事しかできない

●入管の許可を得てその条件内で就労
一定の条件下で働くことができる

●不法滞在者、短期滞在など
働くことができない

などがある。

入管法（出入国管理及び難民認定法）に規定される在留資格には



不法就労について②

不法就労となるパターンは、

①不法滞在の外国人が就労した場合

②就労資格がない外国人が許可を得ることなく就労した場合

③外国人が許可された就労時間を超えて就労した場合



不法就労について③

①不法滞在の外国人が就労

不法滞在とは、

不法残留（オーバーステイ）
不法に入国後そのまま国内に在留



不法就労について④

②就労資格がない外国人が許可なく就労

就労資格がない外国人が許可なく就労

資格外活動



不法就労について⑤

③外国人が許可された時間を超えて就労

許可された時間を超えて就労

条件違反（無許可活動）



不法就労について⑥

主な入管法違反事件

○不法滞在
オーバーステイ、不法に入国後そのまま国内に在留
○資格外活動
就労資格がない外国人が、許可なく就労
○偽造在留カード所持、行使
偽造在留カードを行使の目的で所持、または実際に行使
○不法就労助長
不法就労させた雇用主、事業主に適用



事業主に適用されうるケース①

①不法就労助長罪
入管法違反

②ハローワークへの届出義務違反
労働施策総合推進法違反
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律



事業主に適用されうるケース②

①不法就労助長罪

○３年以下の懲役、３００万円以下の罰金

○不法就労させたり不法就労をあっせんした事業主

※ 雇用主が不法就労と知らずに就労させた場合でも、処罰される可能性がある。
ただし、過失がないときはその限りではない。
（入管法第７３条の２第２項）

○履歴書を提出させる ○在留カードの確認（真偽）
○ハローワークへの届出 ○派遣元の確認

以下の確認をしっかりお願いします！



事業主に適用されうるケース③

②ハローワークへの届出義務違反

○３０万円以下の罰金

○外国人の雇用・離職についてハローワークへ届出



事業主に適用されうるケース④

在留カードのチェックポイント
○氏名、顔写真
○在留期間満了日
○就労の可否
○裏面の記載事項
資格外活動許可の記載

偽造在留カード
○在留カード等番号失効情報照会
カード番号が失効していないか
○在留カード等読取アプリケーション
ＩＣチップ内容の読み取り ※入管庁ＷＥＢ

最近の情勢
○在留カード番号は適正
○不自然な記載内容（在留資格など）

在留カード番号
在留資格

在留期間（満了日）在留カード有効期限



皆様へのお願い

次のような事を見聞きした場合は、連絡をお願いします

○不法就労者を雇用している企業がある。
○外国人が在留カード等の身分証を見せることを嫌がる。
○近所付き合いや挨拶をしない外国人の集団がある。

熊本県警察本部外事課
（０９６）３８１－０１１０

または
最寄りの警察署

まで、お願いします。



ご清聴ありがとうございました

熊本県警察本部警備部

外事課



熊本県外国⼈サポートセンターについて

2025年11⽉26⽇

コーディネーター

阿南 栄⼦

YKHHWA
テキストボックス
議題５



目次

熊本県外国人サポートセンターについて01

相談状況02

相談事例03

「働き続けたい職場」とは？04



複合的な相談に対応

外国人の複雑・複合的な相談内容に

対して、専門機関と連携を取りながら

適切な解決策まで導くよう、対応して

います。

多言語相談対応

出前講座対応

在住外国人にとってのワンストップ相談窓口

在住外国人と一緒に学ぶ

「やさしい日本語」ワークショッ

プなど

熊本県に暮らす外国人を対象に、

生活・入管手続きの方法・働くうえ

で困っていることなどについて、

相談員が丁寧に対応します。

英語・中国語・ベトナム語→相談員対応

01 熊本県外国人サポートセンターについて
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相
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内
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別
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52

12

10

384

636

相談状況02
累計3,900件／月平均53件 2019年9月～2025年9月



技能実習生

雇用・労働に関する相談１

転籍したい（職場の人間関係・パワハラ・賃金・残業したい）

特定技能移行時の手続きについて

犯罪に巻き込まれたかもしれない

相談事例03-1

転職時トラブル（雇用契約期間に満たない転職）

職種を変更して転職したい

妊娠時の対応について

特定技能



技術・人文・国際業務

雇用・労働に関する相談2

一方的な解雇（居住問題、転職）

雇用契約書の内容について

孤立・環境によるうつ症状

労災事故

相談事例03-2



技能実習生・特定技能

知人に頼まれて住所を貸した結果、次々と自分の名前ではないスマート

フォンが届きました。その後、大量の請求書や弁護士からの通知が届

き、不安になりました。知人に住所の使用をやめるよう伝えたが、未だ

に請求書が送られてきます。どう対処すれば良いでしょうか。

犯罪に巻き込まれたかもしれない

熊本県外国人サポートセンターのFacebookにてベトナム語での啓発文を掲載。

お金がもらえるからと、住所や在留カードの貸し借りをしている実状があるよう。

企業さまからも事例の共有、職員全員へ啓発をしていただきたい。

郵便物の受け取り拒否をし、警察に相談を。

相談事例（実際の相談から内容を加工しています）03-3



技能実習生・特定技能

妊娠した。

出産後も働き続けたいが会社が在留期限を更新してくれない。

妊娠・出産による解雇

妊娠・出産後も働ける環境づくりを。

03-4

・妊娠による不当な扱い、一方的な解雇はできません。

・確認すべきこと、必要な手続き、だれがどうすべきかなどをパターン化し、本人と話し合って

　ご対応ください。

相談事例（実際の相談から内容を加工しています）



妊娠

再入国許可（帰国期間による）

帰国費用（自己都合のため自費）

脱退一時金の手続き（各自申請）相手方の国籍・在留資格

出産後

実習中断？

同じ実習先で継続？

住居

出産手当金

居住地での出生届

子どもの健康保険

本国への届出（パスポート申請）

子どもの在留資格申請（在留期限）

例：

外国人労働者の妊娠と出産への対応フロー

外国籍母×日本人父

外国籍父×日本人母

外国籍母×外国籍父

婚姻手続き　未・完

妊娠届・母子手帳・病院受診

母国で出産？

日本で出産？

OTIT
妊娠等に関連した技能実習期間満了前の
帰国についての申告書

OTIT
技能実習実施困難時の届出書

OTIT
技能実習計画の変更認定申請

いつまでどうやって働きたいか

給与の支払い

出産育児一時金

産前産後の年金料免除

入社時期／

在留資格・期限の確認

出産

いつ復帰する？

子どものケア

育児休業（残りの実習期間）

子どもの預け先（家族呼び寄せ）

児童手当

乳幼児健診

特定技能1号
妊娠・出産・育児・病気・労災等による
休業期間を通算在留期間5年に含めない

特定技能1号
子どもの在留期限により
更新申請もしくは母国に帰国



技・人・国

外国人従業員のマネージャーとして勤務。

一方的に解雇され、現在住んでいるところもすぐに出て行けと言われた。

一方的な解雇

法律相談・外国人支援団体へつなぐ。現在職業訓練校へ通いながら求職予定。

03-5

・「建設業」「観光業」については人手不足の現状がある中、一方的な解雇、転職トラブルが多い。

・母国の人材派遣会社に多くの紹介料を支払って「技・人・国」ビザで来日する方もいる。

・家族滞在も可能なため、環境がよければ長く働きたいと希望される方多い。

・日本語の能力について個人差があり、日本語能力が雇用の安定性につながる一因。

相談事例（実際の相談から内容を加工しています）



地域との

つながり

学びたいをかなえる

日本語教育

自分が
必要とされている

実感

評価を反映した

賃金

職場で

信頼できる

相談者の存在

キャリアビジョン

（資格取得・将来設計）

仲介者・世話役の必要性

04 「働き続けたい職場」とは



熊本県外国人サポートセンター

THANK YOU



外国人材の受入環境整備に係る
取組みについて

熊本県 商工労働部 商工政策課

YKHHWA
テキストボックス
議題６－１



「熊本県外国人材受入企業
支援センタ－」について



〇開 設 日：月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

〇受付時間：１０時から１７時

〇対応方法：電話、メール、ウェブミーティング

〇相談内容：
・外国人材の採用を希望する企業からの求人に関すること
・就労に必要な各種在留資格に関すること
・外国人材の就労に係る法律、各種制度等に関すること
・外国人材の受入方法・各種手続きに関すること
・労務管理、受入環境整備に関すること
・その他、外国人材等に関する相談

〇お問合せ：〔事務局：委託先〕
外国人材マッチング事業コンソーシアム
代表会社：イデアパートナーズ株式会社
TEL 0120-968-985 

外国人材の採用・定着・活躍をワンストップで支援！

「熊本県外国人材受入企業支援センタ－」
 のご案内



〇相談内容：・外国人材の採用を希望する企業からの求人に関すること
  ・就労に必要な各種在留資格に関すること



国家戦略特区（産業拠点形成連携”絆”特区）

外国人エンジニアの受入れ・就労促進事業
について



・事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・
半導体・IT関連産業分野の外国人エンジニアが     

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」で入国する際   
 の在留資格審査期間を短縮する事業

・申請できる企業の要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・
・熊本県内に事業所があり、当該事業所にエンジニ
 アを勤務させること
・事業内容が半導体・IT関連産業分野に該当すると

   熊本県が認める企業
・経営状態が安定していると熊本県が認める企業

など

・外国人エンジニアの要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・
・ITエンジニア（ソフトウェア開発者など）
・半導体関連エンジニア（電気・電子・通信技術者、
 機械、金属、化学分野における製造技術者）

など



外国人労働者が働きやすい工夫を
している企業事例集について



〇第２期九州創生アクションプラン(※)

「外国人材に選ばれる九州・山口
ＷｉｎＷｉｎプロジェクト」
において作成
(※)計画期間:令和2～6年度

  九州地域戦略会議:九州･沖縄・山口の各県と経済界が
                               共通課題の解決を目指す

◆外国人労働者が働きやすい工夫をしている企業事例集◆
(最新:令和6年度更新版)

熊本県ホームページに掲載
(https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/200427.html)



〔企業⇔熊本県〕

外国人エンジニアの受入れ･就労促進事業

- 半導体・IT関連産業分野の外国人エンジニアの在留資格審査期間が短縮されます! -

(エンジニアビザ）

熊本県国家戦略特区（産業拠点形成連携“絆”特区）

熊本県 商工労働部 商工政策課 人材プロジェクト班
TEL 096-333-2342
Mail shosei@pref.kumamoto.lg.jp
ホームページ

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/

国家戦略特区は地域を指定し、規制改革
を強力に進め、地方創生と日本全体の国
際競争力の強化等につなげる制度です。

問い合わせ先

外国人エンジニアの受入れ・就労促進事業（エ

ンジニアビザ）とは、半導体・IT関連産業分野の

外国人エンジニアが在留資格「技術・人文知識・

国際業務」で入国する際の在留資格審査期間を短

縮する制度です。

従来、地方出入国在留管理局（国）による審査

では採用決定後に国に在留資格認定証明書の交付

申請をしていましたが、あらかじめ県から経営の

安定性等の確認等を受けることで、１～３か月が

目安とされている国の審査期間は１か月程度を目

途に処理されることになります。

事業の概要

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/222539.html

申請書類や企業の要件等の詳細は、熊本県ホームページからご確認ください

↓

〇熊本県内に事業所があり、当該事業所に外国人
エンジニアを勤務させること。
労働者派遣業に該当する企業であるときは
派遣先事業所が熊本県内にあること。

〇商業・法人登記をしていること。
〇上場していないこと。
〇事業内容が半導体・IT関連産業分野に該当する
と熊本県が認める企業。

〇経営状態が安定していると熊本県が認める企業。
など

■事業内容は産業分類で規定されています。
また、その他の要件もあります。

①申請できる企業の要件

手続きの流れ

〇外国人エンジニアを採用予定の企業は熊本県へ
認定申請書を提出

↓
〇熊本県で申請内容を確認（経営の安定性等）

↓
〇熊本県から申請企業へ認定書（1年間有効）を交付

〇外国人本人もしくは企業は認定書を添え、地方
出入国在留管理局へ交付申請書を提出

↓
〇在留資格認定証明書の交付

②外国人エンジニアの要件

上記①の県内事業所において｢技術・人文知識・
国際業務｣の在留資格で、以下に分類された業務及
び付随する職務に従事する予定であると熊本県が
確認した外国人エンジニア

〇 ITエンジニア（ソフトウェア開発者など）
〇 半導体関連エンジニア（電気･電子･電気

通信技術者､機械､金属､化学分野における
製造技術者）

〇 通訳

■分類された業務や職務は職業分類で規定されて
います。

〔外国人本人もしくは企業⇔地方出入国在留管理局〕



※

※１

※２

※

賦課期日（１月１日）に

住民基本台帳に記録されている外国人住民は、

個人住民税の納税義務者となります。

　個人住民税の特別徴収がなされている外国人労働者の方が退職する

場合は、退職時に支給する給与や退職金から、残りの徴収税額の一括

徴収に御協力をお願いします。

1

１月～５月の退職の場合は、必ず未徴収税額の一括徴収を行う

こととなっています。６月～１２月の退職の場合は、外国人労

働者の方からの申出が必要となります。

一括徴収（特別徴収）　

2 普通徴収

　個人住民税は、県民税と市町村民税を併せて市町村で賦課徴収の事

務を行っています。

　課税内容のお問い合わせや納税の手続きは、お住まいの市町村にお

尋ねください。

上記「１」以外の個人住民税は、普通徴収となります。

　本人による納付が困難な場合や翌年度の個人住民税の納付につい

ては、納税管理人(※1)の設定や、予納(※2)により、納付を行うこと

ができますので、雇用する外国人労働者の方へのご支援をよろしくお

願いします。

納期が到来していない税金をあらかじめ納付等する方法

税金の納付等を行うための代理人

事業主の皆様へ

外国人労働者の方の退職により、個人住民税に未納が生じるケー

スがあります。

個人住民税は、前年の所得に応じて課税されるため、年の途中で

退職した場合でも納税義務はなくなりません。また、その年の所得

に対して、翌年度に納税義務が発生する場合があります。

その場合の納税方法は、下記のとおりです。

YKHHWA
テキストボックス
議題６－２



���������
		

��
����

��������������� !"#$%&'()*+,-(.�

��#/��0123456-(789:;<=>?@ABCDE

FGHIJKLMN@OPQRSTUVWOPXYMZ[\]?^

_`aOb

cdefCghOPijklImnfoJKLYpqUDEFGC

rs_`tuvwxMyzaOb

{|}~�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������

{�� ¡¢£¤�¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µª¶·¸¹´º»¼½´¾¿ÀÁÂ¸Ã
¶Ä¹®ÅÆÇÈÉ¹Ê

���ËÌÍÎÏ�ÐÑ�Ò��ÓÔÕÖ

×ØÙ�ÚÛÜÝÞß

àáâãäåæçèé

êëìíîïáðñòóôõö÷øùúòûüýþÿ��������÷�ú	
�ý�
��ú���òûü�ò
����þ�þ����������ûü�ÿ���� �û�!"ò#$�%��&'�

(ë)íîïá*+,ò-.��/0ý1þ��2345�û6�
7,�89:;<�=�ÿ���/>?ò@
�û6�òAB8�ÿCDE%��&'�

�F�GHIJKLòM/NOJòPQR;óôòS	8�ÿ?KTòóôS	?

�UVW�X/(mn>?YeOPakoZU@ABCV[PXY

Mk\]`ij^IYeOP_UI`a3bcW�X�def(g

hUijzBkolm\Cr;noVBpqfrCs[IQRST

Ut]YPwxMyzaOb

uvVBpqfowx

�ayefz{���|}'(~��U9<OP<=�~�k>?

�zo@ABC��H_FGOPXYMk\aOb

uv�zo@ABoDEFGB�ro��FG

F���ñQ���ÿ��E���ò��Qõõ�ö�����8��<
���CD�%����

×ØÙ�ÚÛÜÝÕ��������

�c���. ¡¢�£¤¥¦(§1#�Xef¨©�ª«¬­®¯°

¤±²¬³W¥¦´µ¤,³W¶

�£´(̀ ay+·Vy/ª«¬�X¸£¹�º£�»�/'�¼³½¾¶

参考資料



����������	
��
�������������������� 

���!"#$%&��'()�*�+,-./)(0� 

123�45�6789�):

123
�;<;=>?@=A#1!BCD�EFGHI�JK�*6LM���N�@C9O

�
���@L1P@�NQRST#45UVWBCN3X@� ;<Y=HZ#=A[M%
&'\]@L^_@� 

L&�45U`a123B45b9����\]
�cdef�ghij�*Bkl09��\]BCD�� 

m<�JK[M1236n&o[9��N�Bpq6rsN\]�pq#�45�����123�tu6JKv

wxX[Mn&o��LM��QRST#45��LMU��L@a�� 

=A[M%
�N�@�f#123645U��B@a��\]
�%
�Ny#�=A#1P@�N��z[M�

{|#}b��3X�~�a6�U���3����6�s��1P@�NQRST#��%NVWBCD�� 

�7��]b������?BCN\]
�71���QRST�@7��]b�)(0� 

�
�����123�7�M�

123

������������������������������� ¡
¢£¤������������� �������� ��¤���¥¦���§�����������¤��̈�©�̈�¥¦��©���̈��ª©�����������������¤�«��������¥�©�̈��¬��¤���
­�����������­��¦����®̄��������������©�¥���¤�������§�«����©��������¥�¦��°£¤����¥�����̈���������¦�̈��«��­�����
������­��¦����±°
¢²���¤���§̈������������������� ����¥�����¦�������̈��³¦���̄��¤���� ������¥�������§���§̈���������¬��¤������������
�������©���¦������¤����������¤����¤��������¦�¤���́����������̄���©°
¢²������¥�̈�����¬¤�����¥�̈��������¦©�������������� ������¥��¤����¥���¤̈����̈����̈��«����¤��©�¥����̄��¤��
�¥�̈�����©�����³¦�����¤���¥�̈�����������¦©���̈̈�¦����������������� ������¥��¤������̈�������������¥�����̈̈�¬��©������
�����¤��¥¦��©���̈�������§�¤�̈������¤���¥�̈����°
¢µ��� ������¬¤���̈�������̈��«��­�����¥¦�������������������������­�����¶�� ������·�¬¤��¬�̈̈�§����������§̈������
¤���̈������ ��©��«����������¤���¥�̈�������§�¤�̈�̄�������������¤��¥¦��©���̈����¬¤�����¤���¥�̈�����̈�«������¦��§̈�����
�����¤������������� �§������̈��«����­����°

� �̧���©��²����¥�������²����¦�¤�«������³¦�������̄��̈�����©����©����¦��̈�©�̈�¥¦��©���̈��ª©�°

¹º»¼½¾¿ÀÁ

Â¾¿ÀÃÄÅÆÇÈÇÉÊËÉÌÍ¾ÅÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ÅØÙÚÛÖËÜÅÝÞßàÍ¾Õáâãä¼
½ÕÀåæçèÇÈéÉêëÉÌìíîïðÝ¼½¾¿Àæ
ñòÝ¼½Õ¾¿ÀóÐôõ¼½Åö÷øùúûËüýþÿ��Õ�¹æ
ñ�È�����¾¿ÀÕÖ×Ëì	êÅ
¼½Õ¾¿À�ë���
�å���ÅÎ�ßáâãä¼½æ
ñòËìíÉÌ�øù¼½¾¿ÀÅÝËìí�ÅëÍ¾ËÉÌÕÖ×�ÅÄÒ��Æ�¼½ÀåÕ½À��ÖÅ
Îú�àÍ¾Õáâãäæ

������òÐ����Å¹��àÍ¾Õáâãäæ

 !"#$%&'"$"()$*+&,$-.$*/0:
ñ1+&,$-.$*/0$23$2456$*+&,$)+76$"()$-+4$-8-$*+3"+$)+9$":6$"#.;6$".<-$"#436$=6"+$=9"#$",&$+>$-?$@AB$-+C$*56$D+E*$F7"$GH$
*!$"#3I$J$*+8"#$J$K3$"+E"$@.L-$M(*$MN-$2.:"#$"+O*$@A"+P1/.;"#$+L)$/;6$G+Q6$D+E*$R7"$*!$"#3I$S$*+8"#$J$-T"#$#69"#$
"+.$KEIP
¢D,&$"+.$R5"$-+.B$*+B"+$*48"$G+47"$*+&,$)+76$@?"#$*+U$-?$*+H$=V$G+W"#$@.L-$-+4$)+X)$$"+.$23$G+6$R5"$Y6"$#6B$+5"$*+;6$
#6B"$2.&$*/0P
¢D,&$M(*$"#.;6$@Z$G+O&$*/!$*+&,$-.$*/0$*!$*6["$2.:"#$+3"#$*+8"#$-\B$+>$/;6$G+Q6$-W"#$*I]$+>$-?$*+H$I'&$-̂&$-W"#$*I$
G+O&$*/!$*O*$-7$*+&,$-.$*/0$-+.B$@.L-$*/7$*!$*6["$2.:"#$K3$*/L$-O)$+.&$*/_$-\B$+>$K3$*/7$-+4$*+3"+$)+9P
¢D,&$R5"$G+W"#$*+H$*/7$*+&,$-.$*/0$*/.<-$G+6$/;6$D+E*$F7"]$+ZI$%&I,*$@A"+$M(*$"#.;6$=V$-+A&$*/8-+$"+6̀M$K[$*+\$*a-$*+&,$
*+BI$-+4$R5"$b"#.;6$%&7"$2c$"()$*+&,d$*/.<-$G+6$/;6$D+E*$F7"$K3$R5"$-̂"$*+W"#$R84$-+4$*+3"+$)+9$":6$R5"$=9"#P

�1+W"#$*6"$26'"$+̀�D,&$-?$@6HM$"34$-+.B$/e]$+ZI$26'"$+̀$*<6$*+3"+$)+9$@AB$)+.:"#$":6$R5"$=6"+$=9"#P



くまもと新卒応援ハローワーク

熊本公共職業安定所 雇用対策部門
就職支援ナビゲーター 坂本真紀子

くまもと新卒応援ハローワーク 1

留学生コーナーより



②留学生が応募可能な
学卒求人の提出

①留学生の現状

くまもと新卒応援ハローワークくまもと新卒応援ハローワーク 2

留学生コーナーは
昨年4月に

開設されました



くまもと新卒応援ハローワーク 3

増加傾向の留学生の現状
１ ネパール、ベトナム、フィリピン、中国、韓国主な国籍…

２

希望する職種…

目的… 日本での就職 ビジネススキル・技術などの習得

交換留学生、国費留学生など

大学・大学院生 研究職・エンジニア・マーケティング
観光ビジネス

専門学校生 自動車整備士・電気技術者・製造
ホテルスタッフ・観光ビジネス

３



留学生の就職状況
１ 厳しい内定状況・・・

●全国・熊本市の高い競争率、少ない求人数

●求められる高い日本語能力

●書類選考だけではなく、ぜひ面接の機会を・・・

２ 留学生の努力の日々・・・

●アルバイトに励む毎日…コンビニエンスストア、飲食店の接客など
日本語習得とマナーを学ぶため

くまもと新卒応援ハローワーク 4



留学生が応募可能な求人を出すには
１ 留学生応募可求人・・・くまもと新卒応援ハローワークへ

●ﾊﾛｰﾜｰｸの学卒求人あり

●ﾊﾛｰﾜｰｸの学卒求人なし

２ 留学生以外の「就労ビザ取得者」・・・ハローワーク(大江)求人部門へ

留学生応募可を追記する
来所、電話、マイページで変更可能

学卒求人作成 留学生応募可を
追記する

5くまもと新卒応援ハローワーク

※ 熊本所管轄以外の事業所はそれぞれ管轄するハローワークへご相談ください。



くまもと新卒応援ハローワーク 6

留学生の募集における注意点
１ 「日本人も外国人も応募可能」の求人留学生のみの募集は不可

在留資格の変更…「留学」ビザ→「技人国」「特定活動」などの
就労可能なビザへ

２ 事前準備… ミスマッチを防ぐために

３

●外国人採用の目的や役割を明確に…説明会や面接でわかりやすく

●入社後の協力体制づくり…社内の理解を得る

●配慮や理解…文化的な慣習や価値観の違いを知る

●原則…業種と選考した科目や学んだ内容の関連性

●書類の準備やサポート



外国人採用に関するご相談

お待ちしております

くまもと新卒応援ハローワーク 7





2021年4月1日

厚生労働省 熊本労働局 職業安定部職業対策課

外国人労働者の適切な雇用管理について

令和７年度外国人雇用管理ＷＥＢセミナー 令和7年11月26日

YKHHWA
テキストボックス
議題８



本日の内容

1. 事業主に求められる対応……………１

2. 外国人雇用状況の届出………………３

3. 適切な雇用管理……………………１０

4. 各種支援策について………………１４



事業主に求められる対応

１



事業主は、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応するこ

とを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場

合の再就職援助に努めなければならない。 （同第７条）

厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定

め、これを公表するものとする。 （同第８条）

事業主に求められる対応

2

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、

厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省

令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条）第28条

１． 雇入れ・離職時の届出 【外国人雇用状況の届出】

２．適切な雇用管理 【外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針】



外国人雇用状況の届出

３



○ 届出に基づき、雇用管理の改善に向けた事業主への助言や指導、離職した外国人への

再就職を支援

○ 毎年10月末時点の「外国人雇用状況の届出状況」を集計して公表

届出情報の活用

４

日本の国籍を有しない者で、特別永住者及び在留資格「外交」「公用」以外の者

届出の対象

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域

⑦資格外活動許可の有無 ⑧在留カード番号 ⑨雇入れ又は離職年月日

⑩雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地など

届出事項

外国人雇用状況の届出

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在
留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。



届出事項の確認・記載方法について

５

外国人雇用状況の届出に際しては、外国人労働者の在留カードまたは旅券（パスポート）などの提示を求め、
届け出る事項を確認してください。

なお、「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カー
ド、旅券（パスポート）または資格外活動許可書などにより、資格外活動許可を受けていることを確認してくだ
さい。在留カード等のコピーをハローワークに提出する必要はありません。

日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。在留カードの①「氏名」欄には、原則とし

て、旅券（パスポート）の身分事項頁の氏名が記載されています。 
氏名 ① 

在留カードの②「在留資格」または旅券（パスポート）上の上陸許可証印※1に記載されたとおりの内容を記入して

ください。 

※「被監理者」「仮滞在許可者」の場合も同様に記入してください。 

在留資格が「特定技能」の場合には分野を、また「特定活動」の場合には活動類型を、通常、旅券に添付されている

指定書※2で、それぞれ確認し、記入してください。 

在留資格等 ② 

在留カードの③「在留期間」欄に記載された日付または旅券（パスポート）上の上陸許可証印※1に記載されたとお

りの内容を記入してください。 

※「被監理者」の場合は監理措置の期間、「仮滞在許可者」の場合は仮滞在期間を記載してください。 

在留期間等 ③ 

在留カードまたは旅券（パスポート）上の該当箇所を転記してください。 

生年月日  
性別  
国籍・地域 

④ 
⑤ 
⑥ 

資格外活動許可を受けて就労する外国人の場合は、在留カード裏面の⑦「資格外活動許可欄」や資格外活動許可書

※3または旅券（パスポート）上の資格外活動許可証印※4等で資格外活動許可の有無、許可の期限、許可されている

活動の内容をご確認ください。 

※「被監理者」「仮滞在許可者」の場合は報酬活動許可を受けているかご確認ください。 

資格外活動許可 
または 
報酬活動許可の有無 

⑦ 

在留カードの右上に記載されている12桁（英字２桁ｰ数字８桁ｰ英字２桁）の番号を記入してください。 在留カード番号 ⑧ 



確認のための書類（見本）

６

※2  指定書※1 上陸許可証印 ※4 資格外活動許可証印

７

※3  資格外活動許可書

⑧令和２年３月１日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出においては、在留カード番号の記載が必要です。

①

②

⑦

③

④ ⑤ ⑥

⑧

⑦

②

③



届出の方法について（雇用保険の被保険者となる外国人の場合①）

雇入れ時

７

雇用保険被保険者資格取得届（様式第2号）の「17」～「23」欄に「国

籍・地域」や「在留資格等」などを記入してハローワークに提出すること

によって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。ただ

し、以下の場合は記入不要です。 

・外国人雇用状況届出の対象外の方（特別永住者、在留資格「外交」・

「公用」の方） 

届出方法 

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク（公共職業安

定所）に届け出てください（インターネットより電子申請による届け出も

可能です）。

※雇用保険被保険者資格取得届を届け出るハローワークと同様です。 

届 出 先 

雇い入れた日の翌月10日まで。 届出期限 

「17」～「23」欄

雇用保険被保険者資格取得届（様式第2号）



届出の方法について（雇用保険の被保険者となる外国人の場合②）

離職時

８

「14」～「19」欄
雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）裏面

雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）表面

住所欄

雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号）表面の「住所（被保険者の住

所又は居所）」欄の他、裏面の「14」～「19」欄に 「国籍・地域」や

「在留資格等」などを記入してハローワークに提出することで、外国人雇

用状況の離職の届出を行ったことになります。

届出方法 

雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク（公共職業安

定所）に届け出てください（インターネットより電子申請による届け出も

可能です）。 

※雇用保険被保険者資格取得届を届け出るハローワークと同様です。 

届 出 先 

退職した日の翌々日から10日以内。 届出期限 



届出の方法について（雇用保険の被保険者とならない外国人の場合）

雇入れ・離職時

９

外国人雇用状況届出書（様式第3号）

外国人雇用状況届出書（様式第３号）に、上記①～⑩の届出事項を記

載して届け出てください。届出様式はハローワークの窓口で配布して

いるほか、厚生労働省ウェブサイトからダウンロードすることもでき

ます。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyou/gaikokujin/todokede/index.html 

届出
方法 

当該外国人が勤務する事業所施設（支店、店舗、工場など）の住所を

管轄するハローワーク（公共職業安定所）に届け出てください。 
届 出 先 

雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。 
届出
期限 

外国人雇用状況届出（様式第３号）による届出は
インターネットでも可能です。

ただし、過去に一度でも「外国人雇用状況の届出」を行ったことのある事

業主が、電子申請の利用を希望する場合は「外国人雇用状況届出電子届出切

替・変更申請書」を提出する必要があります。

お手数ですが、事業所を管轄するハローワークまでお問い合わせください。

雇用保険の被保険者とならない外国人の外国人雇用状況届出書（様式第３

号）による届出は、ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状

況システムを利用するといつでも簡単に届出できます。



適切な雇用管理

１
０



１１

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針①

この指針は、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を十分に発揮する環境
が確保されるよう、事業主が行うべき事項について定めています。

事業主は外国人労働者について、

労働関係法令および社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されることから、事業主はこれらを遵
守すること。
外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労でき
るよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずること。

指針の基本的な考え方

指針で定める事項

外国人労働者の募集および採用の適正化

適正な労働条件の確保

安全衛生の確保

労働・社会保険の適用等

適切な人事管理、教育訓練福利厚生等

解雇等の予防および再就職の援助

労働者派遣または請負を行う事業主にかかる

留意事項

外国人労働者の雇用状況届出

外国人労働者の雇用労務責任者の選任

外国人労働者の在留資格に応じて講ずべき必

要な措置



労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について書面等で明示することが必要です。その
際、母国語等により外国人が理解できる方法で明示するよう努めましょう。

賃金の支払い、労働時間管理、安全衛生の確保等については、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等
に則って適切に対応しましょう。人事管理に当たっては、職場で求められる資質、能力等の社員像の明確化、
評価・賃金決定、配置等の運用の透明性・公正性を確保し、環境の整備に努めましょう。

労働契約法に基づき解雇や雇止めが認められない場合があります。安易な解雇等を行わないようにするほか、
やむを得ず解雇等を行う場合には、再就職希望者に対して在留資格に応じた再就職が可能となるよう必要な援
助を行うよう努めましょう。

なお、業務上の負傷や疾病の療養期間中の解雇や、妊娠や出産等を理由とした解雇は禁止されています。

解雇の予防と再就職援助について

１２

国籍で差別しない公平な採用選考を行いましょう。
日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求人者が採用面接などへの応募を拒否することは、公

平な採用選考の観点から適切ではありません。

募集・採用時において

適正な人事管理について

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令や社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。
また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。

法令の適用について

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針②



１３

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するた
めの指針」の全文は厚生労働省ウェブサイトに掲載しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.p
df

外国人労働者の雇用管理改善のポイントや取組み状況を確認するため

の「外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表（事業主用）」

も厚生労働省ウェブサイトに掲載していますので、ご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001003486.docx

参 考

＼ 無料オンラインセミナーのご案内 ／

外国人従業員とのコミュニケーションのコツ

日本語があまり話せない外国人とであっても
上手にコミュニケーションが取れるようになる
ための、誰でも実践できる「コツ」を解説しま
す。

外国人と一緒に働く上司・同僚の方はもちろ
ん、外国人雇用を検討している事業者の皆さま
も、ぜひご参加ください。

2/19（木）
14：00-15：00

詳しくは…
一般財団法人日本国際協力センター

(JICE)
主 催

2025年度厚生労働省委託
外国人就労・定着支援事業



各種支援策について

１４



外国人労働者の人事・労務に関する３つの支援ツール

１５

外国人労働者の悩みや戸惑いの背景を知り、働きやすい職場を一緒に作っていくためには、母国語
を用いて説明することや、「なぜ職場のルールがそうなっているのか」という理由や背景も含めて納
得してもらうことが重要です。

以下の３つの支援ツールを是非ご活用ください。

１採用、２賃金、３労働時間及び休暇、４異動、退職及び解雇、５安全衛生及び災害補償、６ハラスメント、７
退職金、８在留資格、９正社員以外の働き方の全９カテゴリーの、雇用管理で実際に想定される場面ごとに、

(1)事業主・人事担当者の方が、外国人社員に説明する前に読んで理解しておくとよいポイント
(2)実際に外国人の方にそのまま話したり見せたりして理解していただくことを目指した「やさしい日本語」

による説明の例文や図表を紹介しています。

外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集

•
人事・労務の場面でよく使用する労働関係、社会保険関係の用語約420語について、やさしい日本語のほか９言

語（英語、韓国語、中国語（簡・繁）、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、イン
ドネシア語、カンボジア語、タイ語、ミャンマー語、モンゴル語）により、定義・例文を検索できる用語集。

エクセルファイルのほか、厚生労働省ホームページにて、「カテゴリーから」又は「五十音順から」検索が可能。

雇用管理に役立つ多言語用語集

外国人社員向け就業規則の作成に当たっては、モデル就業規
則やさしい日本語版もご活用ください。

モデル就業規則やさしい日本語版

外国人労働者の人事・労務に
関する３つの支援ツール

厚生労働省ホームページをご覧ください



外国人雇用管理アドバイザー

外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題など、外国人を雇用する事業主からの様々な相
談に対して、事業所の実態に応じた専門的な指導・援助を行います。

○ 外国人労働者を雇用するにあたり、どのような点を考慮したらよいか

○ 日本語の不慣れな外国人労働者への職場教育はどうしたらいいか

○ 労働契約、職務配置、福利厚生、退職・解雇時の注意点 等

［雇用管理面での相談］

○ 生活習慣・宗教観への理解とコミュニケーションをどう図れば

いいか 等

［職業生活面での相談］
外国人雇用

事業主
ハローワーク
（労働局）

雇用管理
アドバイザー

連絡調整
訪問等による
指導・援助

相談申込み

１６

最寄りのハローワークを通じて、外国人雇用管理アドバイザーへの相談申込みが可能（相談費用無料）。

訪問日程を調整の上、外国人雇用管理アドバイザーを事業主の元へ派遣し、相談に対応。

利用方法

相談事例



1.外国人労働者（特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く）を雇用している事業主であること。

2.認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労

働者に対して実施すること。

・必須メニュー： ■事業所ごとに雇用労務責任者を選任 ■就業規則等の多言語化を実施

・選択メニュー： ①苦情・相談体制の整備 ②一時帰国のための休暇制度の整備 ③社内マニュアル・標識類等の多言語化

※ ①～③のいずれかを実施

3. 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が15％以下であること

人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース）

１７

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備（就業規則等の多言語化など）を通じて、
外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成します。

主な支給要件

1.支給要件をすべて満たした場合に、１制度導入につき20万円（上限80万円）を支給。

2.支給対象経費
① 通訳費 ② 翻訳機器導入費 ③ 翻訳料 ④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料（外国人労働者の就労環境整備措
置に要する委託料に限る） ⑤ 社内標識類の設置・改修費（多言語の標識類に限る）

支給額・対象となる経費

上記のほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、助
成金の活用を検討される場合は、必ず最新のパンフレットをご確認ください。

※問い合わせ先：熊本労働局職業安定部職業対策課助成金センター
℡ 096-312-0086



外国人に関する参考情報

１８

労働基準関係

労働条件をめぐるトラブル防
止のためご活用ください。
（英語、中国語、韓国語、ポ
ルトガル語、スペイン語、タ
ガログ語、インドネシア語、
ベトナム語、カンボジア語
（クメール語）、モンゴル語、
ミャンマー語、ネパール語

外国人労働者向け
モデル労働条件通
知書・労働条件ハ
ンドブック

就業規則をめぐるトラブル防
止のためご活用ください。
（英語、中国語、ポルトガル
語、ベトナム語）

外国語版モデル就
業規則

外国人労働者への安全衛生教
育の教材などを掲載していま
す。

外国人労働者の安
全衛生対策につい
て

生活支援関係

外国人が日本で生活するため
に必要な情報を掲載していま
す。

外国人生活支援
ポータルサイト、
生活・就労ガイド
ブック

雇用管理関係

①「外国人社員と働く職場の
労務管理に使えるポイント・
例文集」、②「雇用管理に役
立つ多言語用語集」、③「モ
デル就業規則やさしい日本語
版」を掲載

外国人労働者の人
事・労務に関する
３つの支援ツール

留学生等の採用や活躍に向け
て、企業が取り組む際に押さ
えておくと良い12のポイント
をまとめています。

外国人留学生の採
用や入社後の活躍
に向けたハンド
ブック

高度外国人材が雇用管理改善
を望む事項についてのアン
ケートやヒアリング調査を行
い、好事例をまとめています。

高度外国人材に
とって魅力ある就
労環境を整備する
ために（好事例
集）

事業主向け支援制度

外国人特有の事情に配慮した
就労環境の整備を通じて、外
国人労働者の職場定着に取り
組む事業主に対して助成しま
す。

人材確保等支援助
成金（外国人労働
者就労環境整備助
成コース）

外国人労働者の雇用管理の改
善に取り組む事業主に対する
融資制度があります。（詳し
くは日本政策金融公庫まで）

働き方改革推進支
援資金（融資制
度）
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